
売店出店者を募集します
みんなでつくる甲賀市は子どもたちの

笑顔を増やすために
「すまいる・あくしょん」
に取り組みます！

皆さんからの
投稿を大募集

①１歳のお誕生おめでとう！　② 皆さんからの投稿コーナー
掲載する月の前々月末（随時募集）例：�5月号への掲載→3月末日まで締切

詳しくは
こちら

秘書広報課　広報広聴係　〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地
☎６９-2101　Fax６３-4619　 koka10040200@city.koka.lg.jp

問合せ メールは ▼

こちらから　

１歳のお誕生日
おめでとう！
１歳のお誕生日
おめでとう！

永
なが

坂
さか

 陽
はる

翔
と

ちゃん
わが家のアイドル陽翔くんお誕生日おめでとう！
太陽のような笑顔に永坂家みんな癒されてるよ！

いつもありがとう！

山
やま

本
もと

 泰
たい

勢
せい

ちゃん
泰勢、１歳のお誕生日おめでとう！

わんぱくな泰勢、いつも元気もらってます♡
これからもお兄ちゃんと仲良く大きくなってね！

安
やす

田
だ

 汐
し

翠
すい

ちゃん
1歳のお誕生日おめでとう♡

しすいちゃんのペースで元気にすくすく育ってね！
かわいい笑顔をいつもありがとう

市ホームページ▶

◦ 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
◦ 改正前の所得限度額超過により特例給付の支給対象外だった方
◦ 児童手当・特例給付を受けていて、高校生年代までの児童と大学生等（１８歳年度末を経過した後

２２歳年度末までの方）の子を合わせて３人以上養育している方

申請が必要な方

①窓口申請：子育て政策課または、各地域市民センター（平日８時３０分～１７時１５分）
② オンライン申請：市ホームページ（マイナンバーカードとＮＦＣ対応スマートフォン

が必要）
※公務員は勤務先で手続きをしてください。

３月３１日（月）
※期限を過ぎると、申請月以前の手当は受けられません。

申請方法

申請期限

　令和６年１０月に児童手当の制度が変わりました。申請がお済みでない方は、期限までに申請してください。

児童手当の申請をお忘れなく

子育て政策課　☎  69-2176　Fax  69-2298問

※申込資格や応募の方法など詳細は市ホームページをご覧ください。

※サッカー競技については、大津市・守山市が運営・実施されます。

市ホームページ▶

募集競技

①申請時に甲賀市内で１年以上店舗を有して営業を継続している者
② キッチンカーについては、当該管轄地の保健所で営業許可を受けており、１年以上営業を継続している者
③競技団体の推薦があり、市実行委員会が必要と認めた者
④ 第７４回国民体育大会以降の国体・国民スポーツ大会および競技別リハーサル大会に出店実績がある者
⑤その他、市実行委員会が認めた者

申込資格

①スポーツ用品、②国スポ記念グッズ、③郷土物産品、④飲食物、⑤宅配便、⑥障害者就労施設等による製品販売品目

4月３0日(水)応募締切

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ甲賀市実行委員会事務局（国スポ・障スポ推進室内）
☎  69‐2253

問

競技名 出店場所（予定）

競技日程
９月 10月

13 14 ～ 28 29 30 1 2 3 4 5 6
土 日 日 月 火 水 木 金 土 日 月

グラウンド・ゴルフ スポーツの森　管理棟駐車場 ○ ○

ゴルフ（少年男子） ベアズパウジャパン
カントリークラブ駐車場 ○ ○ ○

高等学校野球（軟式） 甲賀市民スタジアム第１駐車場 ○ ○ ○
サッカー

（少年男子・少年女子） スポーツの森　管理棟駐車場 ○ ○ ○

軟式野球（成年男子） 甲賀市民スタジアム第１駐車場 ○ ○ ○
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